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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第６期

第２四半期
累計期間

会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

売上高 (千円) 282,897

経常利益 (千円) 3,351

四半期純利益 (千円) 1,872

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) －

資本金 (千円) 193,185

発行済株式総数 (株)
1,502,161

普通株式 1,256,161
甲種類株式 246,000

純資産額 (千円) 375,235

総資産額 (千円) 474,737

１株当たり四半期純利益 (円) 0.63

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

(円) －

１株当たり配当額 (円) －

自己資本比率 (％) 75.6

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 17,447

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △13,051

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 16,166

現金及び現金同等物の
四半期末残高

(千円) 223,047

回次
第６期

第２四半期
会計期間

会計期間
自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 4.99

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

　 ２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

　 ３ 2022年１月21日付で普通株式１株につき普通株式２株、甲種類株式１株につき甲種類株式２株の割合で株式

分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を

算定しております。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　該当事項はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）経営成績の分析

　当第２四半期累計期間における国内経済及び海外経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が依然として続い

ているものの、回復の兆しも見られております。国内においては、一部の地域で緊急事態宣言が継続するなか、

感染対策の徹底やワクチン接種の促進もあり生産や設備投資の持ち直しが見られる一方で、個人消費は引き続き

弱含みで推移しております。また、海外においては、全体的に回復基調となっております。

　このような環境のなか、当社は引き続き新型コロナウイルスの感染防止に努める一方で、協業先との事業拡大、

新規クライアントの開拓、より付加価値の高い画像解析・動画解析に関する案件の獲得及び、事業の拡大に向け

た人材の確保に取り組んでまいりました。

　以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は282,897千円、営業利益は3,580千円、経常利益は3,351千円、四

半期純利益は1,872千円となりました。

（２）財政状態の分析

　当第２四半期会計期間末の資産合計は474,737千円となり、前事業年度末に比べ22,388千円減少いたしました。

　流動資産は316,262千円となり、前事業年度末に比べ19,458千円減少いたしました。これは主に、現金及び預金

の増加20,562千円があった一方で、売掛金の減少37,123千円があったことによるものであります。

　固定資産は158,475千円となり、前事業年度末に比べ2,930千円減少いたしました。これは主に、投資その他の

資産4,229千円の増加があった一方で、無形固定資産のその他に含まれるソフトウエア仮勘定の減少7,264千円が

あったことによるものであります。

　当第２四半期会計期間末の負債合計は99,501千円となり、前事業年度末に比べ46,019千円減少いたしました。

　流動負債は93,421千円となり、前事業年度末に比べ46,019千円減少いたしました。これは主に、未払法人税等

の減少13,300千円、流動負債のその他に含まれる未払消費税等の減少21,984千円及び流動負債のその他に含まれ

る前受収益の減少5,445千円によるものであります。

　固定負債は6,080千円となり、前事業年度末に比べ490千円増加いたしました。これは資産除去債務の増加によ

るものであります。

　当第２四半期会計期間末の純資産合計は375,235千円となり、前事業年度末に比べ23,631千円増加いたしまし

た。これは主に、新株予約権の行使に伴う資本金の増加8,168千円及び資本準備金の増加8,168千円によるもので

あります。
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（３）キャッシュ・フローの分析

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ20,562千円増加し、当第２四半期

会計期間末には223,047千円となりました。

　当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、17,447千円となりました。これは主に売上債

権の減少額37,123千円、減価償却費19,322千円、未払消費税等の減少額△21,984千円及び法人税等の支払額△

14,776千円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において投資活動の結果支出した資金は、13,051千円となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出△3,990千円、無形固定資産の取得による支出△7,681千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において財務活動の結果獲得した資金は、16,166千円となりました。これは主に株式の

発行による収入16,336千円によるものであります。

３ 【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 3,000,000

甲種類株式 1,000,000

計 4,000,000

(注) 2022年１月20日開催の株主総会決議により、2022年１月21日付で定款変更が行われ、普通株式の発行可能株式

総数は7,049,288株増加し10,049,288株、甲種類株式の発行可能株式総数は968,000株増加し1,968,000株となっ

ております。

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年２月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,256,161 2,512,322 非上場
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であり
ます。

甲種類株式 246,000 492,000 非上場 （注）２，３

計 1,502,161 3,004,322 ― ―

　（注）１ 2021年12月16日開催の取締役会決議により、2022年１月21日付で１株を２株に株式分割いたしました。こ

れにより普通株式の株式数は1,256,161株増加し、発行済株式総数は2,512,322株となっており、甲種類株

式の株式数は246,000株増加し、発行済株式総数は492,000株となっております。

　 ２ 甲種類株式の内容は、次の通りであります。

　 １．剰余金配当

（１）当会社は、剰余金の配当を行うときは、甲種類株式を有する株主（以下「甲種類株主」とい

う）に対し、普通株式を有する株主（以下、「普通株主」という）に先立ち、甲種類株式１

株につき0.5円の剰余金配当額（以下「優先配当金」という。）を支払う。

（２）ある事業年度において甲種類株主に対して支払う配当金の額が、優先配当金の額に達しない

ときは、その不足額は、翌事業年度に累積しない。

（３）当会社は、甲種類株主に対し、優先配当金のほか、普通株主に対して交付する配当財産と同

額の配当財産を交付する。

（４）甲種類株式の分割または併合が行われたときは、優先配当金は以下の計算式で調整される。

なお、「分割・併合の比率」とは、株式分割または株式併合後の発行済株式総数を、株式分

割または株式併合前の発行済株式総数で除した数を意味し、以下同じとする。また、「調整

前優先配当金」とは、それ以前に株式分割または株式併合が行われていない場合は（１）の

優先配当金を意味し、株式分割または株式併合が行われている場合は直近の「調整後優先配

当金」を意味する。調整後優先配当金の計算上生じた0.01円未満の端数は切り捨てる。

調整後優先配当金＝ 調整前優先配当金 ×
１

分割・併合の比率

　 ２．議決権

甲種類株式には、当社株主総会における議決権がない。
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　 ３．取得請求権

甲種類株主は、次に定める取得の条件で、当会社が甲種類株式を取得するのと引換えに普通株式の

交付を請求することができる。

（１）甲種類株式の取得と引換えに甲種類株主に交付する普通株式の数

　 甲種類株式１株につき、普通株式１株

（２）取得請求権の行使期間

　 当会社設立後、いつでも

　 ４．残余財産分配

（１）当会社の残余財産を分配するときは、甲種類株主に対し、普通株主に先立ち、甲種類株式１

株につき金100円（以下、「優先分配金」という）を支払う。

（２）甲種類株主に対して、優先分配金のほか、甲種類株式１株当り、普通株主に対して普通株式

１株につき交付する残余財産と同額の残余財産を分配する。

（３）甲種類株式の分割または併合が行われたときは、優先分配金は以下の計算式で調整される。

「調整前優先分配金」とは、それ以前に株式分割または株式併合が行われていない場合は

（１）の優先分配金を意味し、株式分割または株式併合が行われている場合は直近の「調整

後優先分配金」を意味する。調整後優先分配金の計算上生じた１円未満の端数は切り捨て

る。

調整後優先分配金＝ 調整前優先分配金 ×
１

分割・併合の比率

　 ５．会社法第322条第１項の種類株主総会決議の不要の定め

甲種類株主による会社法第322条第１項の規定に基づく種類株主総会の決議については、これを要し

ない。

　 ３ 2022年１月21日付で１株を２株に株式分割を行ったことに伴い、甲種類株式に係る優先配当金は１株につ

き金0.25円、優先分配金は１株につき金50円にそれぞれ調整されております。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　 該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年７月１日～

2021年９月30日

(注)

10,574 1,502,161 8,168 193,185 8,168 93,185

(注) 新株予約権の行使による増加であります。
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(5) 【大株主の状況】

所有株式数別

2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合

（％）

株式会社新生銀行 東京都中央区日本橋室町２－４－３ 303,000 20.17

エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷３丁目29番20号 170,000 11.31

ＴＩＳ株式会社 東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 170,000 11.31

深谷 直紀 東京都中央区 161,100 10.72

髙山 博和 兵庫県神戸市東灘区 160,800 10.70

加藤 良太郎 東京都世田谷区 144,600 9.62

株式会社ミロク情報サービス 東京都新宿区四谷４－29－１ 100,000 6.65

ＴＵＳＩＣ投資事業有限責任組合 東京都新宿区神楽坂１丁目３番地 84,712 5.63

株式会社セブン銀行 東京都千代田区丸の内１丁目６番１号 50,000 3.32

ＴＵＳキャピタル１号投資事業有
限責任組合

東京都品川区東五反田２丁目10番２号
東五反田スクエア５階

45,288 3.01

計 ― 1,389,500 92.50

所有議決権数別

2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

(個)

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷３丁目29番20号 170,000 13.53

ＴＩＳ株式会社 東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 170,000 13.53

深谷 直紀 東京都中央区 161,100 12.82

髙山 博和 兵庫県神戸市東灘区 160,800 12.80

加藤 良太郎 東京都世田谷区 144,600 11.51

株式会社ミロク情報サービス 東京都新宿区四谷４－29－１ 100,000 7.96

ＴＵＳＩＣ投資事業有限責任組合 東京都新宿区神楽坂１丁目３番地 84,712 6.74

株式会社新生銀行 東京都中央区日本橋室町２－４－３ 57,000 4.53

株式会社セブン銀行 東京都千代田区丸の内１丁目６番１号 50,000 3.98

ＴＵＳキャピタル１号投資事業有
限責任組合

東京都品川区東五反田２丁目10番２号
東五反田スクエア５階

45,288 3.60

計 ― 1,143,500 91.03
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
甲種類株式

246,000
― (1)株式の総数等に記載のとおり

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,256,161
1,256,161 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 1,502,161 ― ―

総株主の議決権 ― 1,256,161 ―

② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
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２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2021年

７月１日から2021年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 223,047

売掛金 76,878

仕掛品 4,551

その他 11,785

流動資産合計 316,262

固定資産

有形固定資産 23,087

無形固定資産

　 ソフトウエア 98,204

　 その他 12,411

　 無形固定資産合計 110,615

投資その他の資産 24,771

固定資産合計 158,475

資産合計 474,737

負債の部

流動負債

短期借入金 ※１ 30,000

未払法人税等 4,715

その他 58,706

流動負債合計 93,421

固定負債

資産除去債務 6,080

固定負債合計 6,080

負債合計 99,501

純資産の部

株主資本

資本金 193,185

資本剰余金 93,185

利益剰余金 72,470

株主資本合計 358,840

新株予約権 16,395

純資産合計 375,235

負債純資産合計 474,737
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

売上高 282,897

売上原価 120,002

売上総利益 162,895

販売費及び一般管理費 ※１ 159,314

営業利益 3,580

営業外収益

受取利息 1

雑収入 1

営業外収益合計 2

営業外費用

支払利息 169

為替差損 62

営業外費用合計 231

経常利益 3,351

税引前四半期純利益 3,351

法人税、住民税及び事業税 2,460

法人税等調整額 △981

法人税等合計 1,479

四半期純利益 1,872
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 3,351

減価償却費 19,322

　 株式報酬費用 5,423

　 受取利息 △1

支払利息 169

売上債権の増減額（△は増加） 37,123

たな卸資産の増減額（△は増加） 687

前払費用の増減額（△は増加） 316

　 仕入債務の増減額（△は減少） △5,033

　 預り金の増減額（△は減少） 295

　 前受収益の増減額（△は減少） △5,445

　 未払消費税等の増減額（△は減少） △21,984

　 その他 △2,001

小計 32,224

　 法人税等の支払額 △14,776

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

　 利息の受取額 1

有形固定資産の取得による支出 △3,990

無形固定資産の取得による支出 △7,681

敷金及び保証金の差入による支出 △1,380

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,051

　財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入れによる収入 30,000

　 短期借入金の返済による支出 △30,000

　 株式の発行による収入 16,336

　 利息の支払額 △169

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,166

　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,562

　現金及び現金同等物の期首残高 202,484

　現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 223,047
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【注記事項】

(会計方針の変更)

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来、分析モデ

ルの構築やシステム開発に関する収益認識については完成基準を適用していましたが、財又はサービスに対する支

配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれ

て、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告

期間の期末日までに発生した原価実績の見積原価総額に対する割合に基づいて行っております。また、契約の初期

段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが発生する費用を回収することが

見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務

を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり

収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

　この結果、当第２四半期累計期間の売上高は18,240千円増加し、売上原価は5,454千円増加し、営業利益、経常

利益および税引前四半期純利益はそれぞれ12,785千円増加しております。

(四半期貸借対照表関係)

※１ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。

四半期会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

当第２四半期会計期間
(2021年９月30日)

当座貸越極度額 50,000千円

借入実行残高 30,000 〃

差引額 20,000千円

(四半期損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

役員報酬 66,450千円

給料及び手当 31,562 〃

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

現金及び預金 223,047千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － 〃

現金及び現金同等物 223,047千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第２四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

　当社の事業は、アナリティクスを活用したサービスとソリューション提供の単一セグメントであるため、記載を

省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第２四半期累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年９月30日)

(単位：千円)

アナリティクス
コンサルティング

AIプロダクト 合計

一定期間にわたって認
識する収益

96,266 95,326 191,592

一時点で認識する収益 32,610 58,695 91,305

合計 128,876 154,021 282,897
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

１株当たり四半期純利益 ０円63銭

(算定上の基礎)

四半期純利益(千円) 1,872

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る四半期純
利益(千円)

1,872

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式
数(株)

2,986,872
（うち普通株式 2,376,052）
（うち甲種類株式 610,820）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

―

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

　 ２ 2022年１月21日付けで普通株式１株につき普通株式２株、甲種類株式１株につき甲種類株式２株の割合で株

式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益

を算定しております。

(重要な後発事象)

（投資有価証券の取得）

　当社は、2021年11月18日開催の取締役会において、株式会社IDOM CaaS Technologyが第三者割当の方式により発

行する普通株式24,000株を67,440千円で取得することを決議いたしました。

　 １ 目的 アナリティクス・ソリューションの開発・提供分野における戦略的協業

　 ２ 取得の時期 2021年12月から2022年1月

　 ３ 株式会社IDOM CaaS Technologyの概要

(1)設立 2020年４月22日

(2)資本金 189百万円

(3)所在地 東京都千代田区

(4)代表者 代表取締役社長　山畑 直樹

(5)主な事業内容 CaaS事業（カーリース事業、レンタカー事業、カーシェアリング事業）
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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